
明石ケーブルテレビ（ＡＣＴＶ135）加入契約約款
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　株式会社明石ケーブルテレビ（以下「ＡＣＴＶ135」という。）と同社が行うサービス
の提供を受ける者（以下「加入者」という。）との間に結ばれる契約は次の条項によるもの
とします。

第１条　（ＡＣＴＶ135の提供するサービス）
ＡＣＴＶ135は加入者に以下のサービスを提供します。
 ⑴　基本番組サービス
ＡＣＴＶ135が受信するテレビジョン放送（多重放送を含む）及びＦＭラジオ放送の 
同時再送信サービス並びにコース利用料金範囲内で提供するテレビジョン自主放送
サービス。
⑵　有料番組サービス
基本利用料金以外のサービス。（以下「有料番組」という。）
ただし、有料番組は基本番組サービス（上記第1号）をご利用いただく場合に限り
ご利用いただけます。
⑶　上記サービスに付帯するサービス
2．ＡＣＴＶ135が加入者にサービスする放送の基本番組サービスや有料番組サービスは、
デジタル放送チューナー（セットトップボックス。以下「ＳＴＢ」という。）を接続した
テレビ受信機に限り視聴可能とします。

第2条　（契約の単位）
加入契約は、引込線1回線ごとに行います。ただし、引込線1回線により複数の世帯が
加入する場合は、各世帯ごとに加入契約を締結します。

第3条　（契約成立）
加入契約は、加入申込者が本約款を承認の上、ＡＣＴＶ135所定の申込書に必要事項を
記入・捺印し、ＡＣＴＶ135がこれを承諾した時に成立するものとします。
ただし、引込線を敷設し、及び保守することが技術上又は経営上困難になった場合は、
ＡＣＴＶ135は、加入承諾を撤回することができるものとします。

第4条　（契約の有効期限）
契約の有効期限は、契約成立日から１年間とします。
ただし、契約期間満了10日前までにＡＣＴＶ135、加入者いずれからも文書により
何等かの意思表示がない場合には、引続き契約を自動延長するものとし以後も同様と
します。

第5条　（加入契約料）
加入者は加入契約時に別に定める加入契約料を支払うものとします。

第6条　（加入者相互受け入れ制度）
加入者が転勤等によりＡＣＴＶ135の業務区域外に転出される場合、その区域が
「加入者相互受け入れ制度」に加入しているケーブルテレビ局の「サービスエリア」内
であり、当該局に加入希望の場合には加入契約料は免除となります。
2．引込工事、宅内工事に要する費用は加入者が支払うものとします。

第7条　（ＳＴＢの貸与）
ＡＣＴＶ135は、デジタル放送番組を視聴する加入者にＳＴＢを貸与するものとします。
2．加入者は、ＳＴＢを善良なる管理者の注意をもってその用途に従って使用するもの
とし、加入者の故意、過失によるＳＴＢの故障・破損・紛失等の場合は、その実費相当分
をＡＣＴＶ135に支払うものとします。
3．加入者は、期間満了、解約、解除により加入契約が終了した時には、ただちに
ＳＴＢをＡＣＴＶ135に返還するものとします。
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第8条　（Ｂ－ＣＡＳカード及びＣ－ＣＡＳカードの取扱い）
ＡＣＴＶ135は、加入者にＳＴＢを貸与する際、1台につき株式会社ビーエス・コン
ディショナルアクセスシステムズ（以下「Ｂ－ＣＡＳ社」という。）が発行、管理する
ＢＳデジタル放送用ＩＣカード（以下「Ｂ－ＣＡＳカード」という。）を1枚代行提供
します。その取扱いはＢ－ＣＡＳ社の「ビーキャス（Ｂ－ＣＡＳ）カード使用許諾契約
約款」に定めるところによります。
2．ＡＣＴＶ135はＢ－ＣＡＳカードに起因する受信障害等により、ペーパービュー
放送サービスや有料放送サービスが視聴できない等の損害が生じても一切責任を負い
ません。
3．ＡＣＴＶ135はデジタルコースへの加入者にＳＴＢを貸与する際、１台につき
デジタル放送限定受信用ＩＣカード（以下、「Ｃ－ＣＡＳカード」という。）を1枚貸与
します。Ｃ－ＣＡＳカードはＡＣＴＶ135に帰属し、ＡＣＴＶ135の手配による以外
の追加・変更・改竄は禁止し、それらが行われたことによるＡＣＴＶ135及び第三者に
及ばされた損害、利益損失については加入者が賠償するものとし、ＳＴＢの解約時には
ＡＣＴＶ135に返還するものとします。また、加入者が破損または紛失した場合には、
その損害分をＡＣＴＶ135に支払うものとします。

第9条　（利用料金）
加入者は、その希望によりデジタル放送番組サービスの提供を受ける場合は、その
サービス開始日の属する月の翌月から、別に定めるコース利用料を支払うものとします。
2．加入者は、その希望により有料番組サービスの提供を受ける場合は、そのサービス
開始日の属する月の翌月から、別に定める有料番組料金を支払うものとします。
3．社会経済情勢の変動、サービス内容の拡充等により、利用料金を改定することが
あります。
その場合は、1ヶ月前までに加入者に通知します。加入者は、改定日の属する月の
翌月から改定後の利用料金を支払うものとします。
4．ＡＣＴＶ135が設定した各利用料金の中にはＮＨＫのテレビ受信料（衛星放送受信
料も含む。）、株式会社ワウワウ及びデジタル各放送局の有料番組の加入料と利用料は
含まれておらず、これらのテレビ放送の受信を希望する加入者は別途これら事業者との
間で受信契約を締結するものとし、当該受信契約に関して発生する問題については、
ＡＣＴＶ135は理由の如何を問わず一切責任を負いません。
5．デジタルデラックスには月刊番組案内代が含まれています。
6．デジタルライトは月刊番組案内代は別途有料となります。
7．ＳＴＢ複数台契約の場合、上位コースが1台目の利用料金となります。

第10条　（料金等の支払い方法）
加入者は、加入契約料、コース利用料、有料番組料金、及びその他の条項に定めた費用
等について別途ＡＣＴＶ135が指定する期日までに指定する方法により支払うものと
します。

第11条　（遅延損害金）
加入者は、この約款に基づく料金の支払いを支払期日より遅延した場合、その遅延金額
に対して年14％（年365日の日割り計算による）の割合による遅延損害金を支払期日の
翌日より完済にいたるまでＡＣＴＶ135に支払うものとします。

第12条　（施設の施工）
ＡＣＴＶ135のサービスに必要な施設の設置、撤去、保守等の工事は、ＡＣＴＶ135
所定の使用機器、工法等によりすべてＡＣＴＶ135又はＡＣＴＶ135が指定する業者
が行うものとします。
2．ＡＣＴＶ135は、施設の設置、撤去、保守等の工事を行うため必要があるときは
加入者が所有若しくは占有する敷地、家屋、構築物に立ち入り、又はこれらを無償で
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使用できるものとします。この場合において、地主、家主その他の利害関係人がある
ときは、加入者はあらかじめその承諾を得ておくものとし利害関係人との交渉に関して
は、その責任を負うものとします。第13条　（工事負担金）
ＡＣＴＶ135は放送センターから引込線及び保安器までのすべての施設並びにＳＴＢ
（以下「ＡＣＴＶ135施設」という。）を設置し、契約のテレビまでの接続調整を
するものとします。ただし、加入者は、これに要する費用のうち標準工事の場合、別に
定める引込工事費・宅内工事費を支払うものとします。また、標準外の工事が必要な場
合は、特別工事費を支払うものとします。
2．加入者は、保安器の出力端子以降の施設（「ＳＴＢ」を除く）及び引込線敷設の
ため特別に必要とする自営柱、地下埋設管等の施設（以下「加入者施設」という。）を
設置し、これに要する費用、ＳＴＢを設置及びその他付帯する費用を支払うものと
します。

第14条　（施設の所有区分）
ＡＣＴＶ135はＡＣＴＶ135施設を、加入者は加入者施設を、それぞれ所有する
ものとします。

第15条　（施設の維持管理）
施設の維持管理は、前条の所有区分によりそれぞれの所有者が行うものとします。
2．施設の保守工事は、ＡＣＴＶ135所定の使用機器、工法等によりすべてＡＣＴＶ
135又は、ＡＣＴＶ135が指定する業者が行うものとします。

第16条　（サービス提供の一時休止及び再開）
加入者はＡＣＴＶ135のサービス提供の一時休止を希望する場合は、希望する日の
10日以前に文書によりＡＣＴＶ135にその旨を申し出るものとし、ＡＣＴＶ135は
内容を審査の上、妥当と認めた場合これを受理するものとします。
2．一時休止期間は原則として1年以内とし、加入者は休止期間中、別に定める維持費
用をＡＣＴＶ135に毎月支払うものとします。
3．ＡＣＴＶ135は、一時休止の申し出を受理した後、サービス提供の休止と必要に
応じて引込線の撤去、ＡＣＴＶ135が貸与するＳＴＢの撤去等を行うものとします。
4．申し出た期間が満了した場合は、サービス提供の一時休止は終了し、当然にサービ
スが再開されるものとして必要に応じ引込線の再引込工事、ＳＴＢの再取付工事を行い
ます。
5．加入者は、第3項及び第4項における撤去や再引込工事、再取付工事を行った場合、
別に定める撤去・復旧費用、調整費用を支払うものとします。

第17条　（施設の故障等に伴う責任分担）
ＡＣＴＶ135は加入者からＡＣＴＶ135が提供するサービスの受信に異常の申し出
があった場合には、これを調査し、必要な処置を講ずるものとします。ただし、異常の
原因が加入者施設にある場合はこの限りではありません。
2．加入者は、サービスの受信に異常を生じている原因が加入者の受信機又は加入者施
設の故障等にある場合は、修復に要する費用を負担するものとします。
3．加入者は、加入者の故意又は過失によりＡＣＴＶ135施設に故障（破損、滅失等
を含む）が生じた場合は、この修復に要する費用を負担するものとします。
4．第2項及び第3項に掲げる故障、破損、滅失等によりＡＣＴＶ135が損害を被っ
た場合、ＡＣＴＶ135は当該加入者に対し賠償を求めることができるものとします。

第18条　（サービスの一時中断、放送内容の変更）
ＡＣＴＶ135は、ＡＣＴＶ135施設の維持管理の必要上、やむを得ずサービスの
提供を一時中断することがあります。この場合、ＡＣＴＶ135は事前に加入者にその
旨を通知しますが、緊急やむを得ない場合は通知しないことがあります。なお、一時
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中断することによっておこる損害の賠償には応じません。
２．ＡＣＴＶ135は、都合により、放送内容を変更することがあります。なお、変更
によっておこる損害の賠償には応じません。

第19条　（ＡＣＴＶ135の免責事項）
ＡＣＴＶ135は、前条に定めるサービスの一時中断、放送内容の変更及び天災、事変
その他ＡＣＴＶ135の責に帰さない事由によるサービス提供の停止に基づく損害の
賠償には応じません。

第20条　（設置場所の変更等）
加入者は次の場合に限り、受信設備の設置場所を変更できるものとします。その変更に
要する費用は加入者が負担するものとします。
①　変更先が同一敷地内の場合
②　変更先がＡＣＴＶ135の業務区域内でかつ最寄りのタップオフに余裕のある場合

第21条　（名義・口座変更）
加入者の名義・口座は、次の場合に変更できるものとし、この場合は、新加入者が
ＡＣＴＶ135の定める名義・口座変更届をＡＣＴＶ135に提出し、別に定める
名義・口座変更手数料を支払うものとします。
⑴　相続により名義・口座を変更するとき
⑵　法人たる加入者が合併又は組織変更により商号を変更するとき
2．加入者が改姓・改名した場合及び法人たる加入者が単に商号を変更した場合に
おいても、前項の加入者名義・口座変更届の提出を必要とします。

第22条　（加入申込書記載事項の変更）
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合は、ＡＣＴＶ135が
定める様式により変更の申し出を行い、ＡＣＴＶ135がこれを承諾したときはサービ
ス内容が変更されるものとします。

第23条　（無断使用等の禁止）
加入者がテープ、配線等によりＡＣＴＶ135のサービスを第三者に提供することは、
有償、無償にかかわらず禁止します。

第24条　（加入者の禁止事項）
加入者が、契約したＳＴＢ以外の施設機器を接続して、ＡＣＴＶ135の施設を利用す
る等の行為は禁止します。このような行為をした加入者はＡＣＴＶ135が相当と認め
る違約金を支払わなければならないものとします。

第25条　（加入契約の解約、契約期間満了）
加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の10日以前に文書により
ＡＣＴＶ135にその旨を申し出るものとします。
2．解約の場合、加入者は第10条の規定による料金を解約の当月分まで支払うものとし
ます。ただし、前納している場合は、解約月の翌月以降の分を払い戻すものとします。
3．第1項の解約の場合、ＡＣＴＶ135はＡＣＴＶ135の施設を撤去します。
なお、撤去に要する費用は、加入者が負担するものとします。また、撤去に伴い加入者
が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合は、加入者はその
復旧費用を負担するものとします。
4．契約期間満了により本契約が終了したときも前3項と同様とします。

第26条　（加入者の業務違反による停止）
ＡＣＴＶ135は加入者が利用料金の支払い遅延等、本約款に違反する行為があった
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場合は、サービスの提供を停止するか、加入契約を解除することができるものとします。

第27条　（加入者個人情報の取扱い）
ＡＣＴＶ135は、保有する加入者個人情報の取り扱いについて、「個人情報の保護に
関する法律」（平成15年法律第57号）、「個人情報の保護に関する基本方針」（平成16
年4月2日閣議決定）、及び「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」（平成16
年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という。）に基づくほか、ＡＣＴＶ135
が別途定める個人情報の保護に関する宣言書（以下「宣言書」という。）及びこの約款
の規定に基づいて適正に取り扱います。
2．ＡＣＴＶ135の宣言書には、ＡＣＴＶ135が保有する加入者個人情報に関し、
利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人（以下「本人」という。）が
ＡＣＴＶ135に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他
取り扱いに関し必要な事項を定め、これを公表します。
3．ＡＣＴＶ135は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を
取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。

第28条　（加入者個人情報の利用目的等）
ＡＣＴＶ135が加入契約により取得する個人情報の利用目的は次のとおりとします。
⑴　有線テレビジョン放送事業、電気通信事業の各サービス及びそれに付随する
サービス（ＮＨＫ団体一括、特別番組等）提供
⑵　サービス契約の締結
⑶　サービス料金の請求、督促、集金等の業務
⑷　サービスに関する情報の提供、サービスの利用促進業務
⑸　サービスの向上を目的とした番組視聴状況、嗜好調査など業務
⑹　受信装置の設置、施工及びアフターサービス
⑺　問合せ、変更、解約、苦情への対応
⑻　サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
⑼　サービスの提供に関連する第三者（業務委託業者等）への提供

第29条　（定めなき事項及び疑義）
この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、ＡＣＴＶ135、
加入者及び加入申込者はお互いに信義誠実の原則にたって、誠意をもって協議の上、
解決に当るものとします。

第30条　（管轄裁判所）
この契約から生じる権利義務に関する訴訟については、ＡＣＴＶ135の所在地を管轄
する裁判所を唯一の管轄裁判所とします。

第31条　（約款の改正）
ＡＣＴＶ135は本約款を総務大臣に届け出た上で改定することがあります。

　付則
　　⑴　ＡＣＴＶ135は特に必要がある時は、本約款に特約を付することができる
　　　　ものとします。
　　⑵　一括加入、業務用等については別途定めます。
　　⑶　平成21年6月1日より施行した原約款の一部を改訂し、この約款は平成23年
　　　　７月1日より施行します。　株式会社明石ケーブルテレビ（以下「ＡＣＴＶ　
　　　　135」という。）と同社が行うサービスの提供を受ける者（以下「加入者」
　　　　という。）との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
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1．故障の場合（加入者側の理由による場合）

ＳＴＢ故障取り替え
ＳＴＢリモコン故障取り替え
保安器取り替え
ブースター故障取り替え
その他故障修理

項　　　　　目 単位
台
個
個
台
式

数量
１
１
１
１
１

金　額
実　費

　3,000円（税込　3,150円）
10,000円（税込10,500円）

実　費
実　費

備　　　考

お届け5,000円（税込5,250円）

2．調整費用

ＳＴＢ取付調整
テレビチャンネル調整
ビデオチャンネル調整
その他調整

項　　　　　目 単位
台
台
台
台

数量
１
１
１
１

金　額
 8,000円（税込　8,400円）
 3,000円（税込　3,150円）
 3,000円（税込　3,150円）

実　費

備　　　考

ＢＳ・テレビゲーム等
3．撤去・復旧・維持費用

ＳＴＢ移動
ＳＴＢ撤去
引き込み施設撤去
引き込み線の再引込工事
休止期間中の維持費

項　　　　　目 単位
台
台
本
本
月

数量
１
１
１
１
１

金　額
 5,000円（税込　5,250円）
 5,000円（税込　5,250円）
10,000円（税込10,500円）
21,000円（税込22,050円）
 1,000円（税込　1,050円）

備　　　考

アンテナ取付・接続
工事が別途必要　　

4．出動料金

出動基本料金
項　　　　　目 単位

回
数量
１

金　額
 2,000円（税込　2,100円）

備　　　考

［料金表］

4,700円（税込4,935円）

2,500円（税込2,625円）21,000円（税込22,050円）
15,000円（税込15,750円）

デジタルデラックス
料 金（ 1 台 目 ）
デジタルデラックス
料金（2台目以降）

デジタルデラックス（月単位利用料金）

加 入 契 約 料 １加入世帯につき
20,000円（税込み21,000円）

加入契約料

引込工事費（標準）
宅内工事費（標準）

工事費等

191円（税込200円）月刊番組案内誌
月刊番組案内誌（月額料金）

2,000円（税込2,100円）
1,800円（税込1,890円）
1,200円（税込1,260円）
1,000円（税込1,050円）
1,500円（税込1,575円）
1,300円（税込1,365円）

月額料金
月額料金
月額料金
月額料金
月額料金
月額料金

有料番組料金 2,800円（税込2,940円）

同　　上

デジタルライト料金

デジタルライト料金
（ 2 台 目 以 降 ）

デジタルライト（月単位利用料金）

スターチャンネル
衛 星 劇 場
グリーンチャンネル
フジテレビＯＮＥ・ＴＷＯ
東映チャンネル
J sports Plus


